
「大量破壊兵器関連設計・製造技術の提供に伴う相談の書式について（お知らせ）」の一部改正について

新旧対照表 （傍線部分が改正部分）

改 正 案 現 行

（略） （略）

記 記
１ 書類の構成 １ 書類の構成
① 大量破壊兵器関連審査申請書（別紙様式１） ① 大量破壊兵器関連審査申請書（別紙様式１）

（核兵器関連、化学兵器関連、生物兵器関連、ミサイル関連） （核兵器関連、化学兵器関連、ミサイル関連）
②～④ （略） ②～④ （略）
２～４ （略） ２～４ （略）

様式１   

  番号   受理年月日   
 
                           核兵器関 連  
            大量破壊兵器関連審査申請書    化学兵器関連  
                                                     ミサイル関連  
 

 １．申請者 
    (氏名又 
  は名称)                             印 
    (住所) 

 担当者 
 （氏名) 
 （所属) 
 （電話) 

 コンプライアンスプログラムの有無：  無  有 （受理番号          ）

 ２－１貨物名  ２－２技術名  

 ３－１メーカー名又は供給者名  ３－２提供者名 

 ４．貨物の輸送ルート(経由地(積替地又は寄港地)を全て記載。) 
       (積出港)       (経由地)      (最終仕向地及び通関地) 

 ５．輸入者又は取引の相手方の名称、所在地及び概略(事業内容、従業員数、資本金、設 
  立年月日等、以下同じ。）  

 ６．最終需要者の名称、所在地及び概略並びに２－１又は２－２で記載した貨物の設 
  置（使用）又は技術を提供する予定工場等の名称及び所在地 

 ７．最終需要の概要(２－１又は２－２で記載した貨物又は提供する技術の使用目的及び 
  使用方法等) 

 

 

 

 

 

 備  考  

 
太枠内を記入                    （通知年月日  年  月  日） 

様式１ 
 

  番号   受理年月日   
 
                           核兵器関 連 
            大量破壊兵器関連審査申請書    化学兵器関連 
                                                     生物兵器関連 
                                                    ミサイル関連 
 

 １．申請者 
    (氏名又 
  は名称)                             印 
    (住所) 

 担当者 
 （氏名) 
 （所属) 
 （電話) 

 コンプライアンスプログラムの有無：  無  有 （受理番号          ）

 ２－１貨物名  ２－２技術名 

 ３－１メーカー名又は供給者名  ３－２提供者名 

 ４．貨物の輸送ルート(経由地(積替地又は寄港地)をすべて記載。) 
       (積出港)       (経由地)      (最終仕向地及び通関地) 

 ５．輸入者又は取引の相手方の名称、所在地及び概略(事業内容、従業員数、資本金、設 
  立年月日等、以下同じ。） 

 ６．最終需要者の名称、所在地及び概略並びに２－１又は２－２で記載した貨物の設 
  置（使用）又は技術を提供する予定工場等の名称及び所在地 

 ７．最終需要の概要(２－１又は２－２で記載した貨物又は提供する技術の使用目的及び 
  使用方法等) 

 

 
 

 

 

 備  考 

 
太枠内を記入                （通知年月日  年  月  日） 



様式２ （略） 様式２ （略）

別紙様式記載要領１ 別紙様式記載要領１
大量破壊兵器関連審査申請書の記載要領は次のとおりです。 大量破壊兵器関連審査申請書の記載要領は次のとおりです。
様式１を使用してください。 様式１を使用してください。

１ 本申請書の表題部は、審査申請書の種類に応じ該当する部分（核 １ 本申請書の表題部は、審査申請書の種類に応じ該当する部分（核
兵器関連、化学兵器関連、生物兵器関連、ミサイル関連のいずれか 兵器関連、化学兵器関連、ミサイル関連のいずれか）を○で囲み、
）を○で囲み、重複する場合は該当する部分すべてをそれぞれ囲ん 重複する場合は該当する部分すべてをそれぞれ囲んでください。

でください。 ２ （略）
２ （略） ３ 本審査申請書記載の対象となる貨物及び技術は、役務取引許可を
３ 本審査申請書記載の対象となる貨物及び技術は、役務取引許可を 取得している次の（１）から（３）のものに限られます。従って、

取得している次の（１）から（３）のものに限られます。従って、 輸出契約中に明らかにこれらに該当しない貨物又は技術がある場合
輸出契約中に明らかにこれらに該当しない貨物又は技術がある場合 には、これらを除いた貨物又は技術のみについて審査申請書に記載
には、これらを除いた貨物又は技術のみについて審査申請書に記載 してください。

してください。 （１）～（２） （略）
（１）～（２） （略）
（３）生物兵器関連

貨物 輸出令別表第１の３の２の項の中欄に掲げる貨物
技術 外為令別表の３の２の項の中欄に掲げる技術

（４） （略） （３） （略）

４～１０ （略） ４～１０ （略）
別紙様式記載要領２ （略） 別紙様式記載要領２ （略）


